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議 会 運 営 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成１６年１０月２０日（水）午前１０時　開会

　　　　　　　　　　　　　　午前１０時１９分　閉会

１．場所

第一委員会室

１．出席委員

委 員 長 山本善信  副委員長 安藤　薫  委　　員 渡辺慎吾

委　　員 藤浦雅彦  委　　員 本保加津枝  委　　員 森西　正

委　　員 柴田繁勝  委　　員 原田　平

議　　長 森内一蔵  副 議 長 山下信行  議　　員 嶋野浩一朗

１．欠席委員

なし

１．説明のため出席した者

助　役　小野吉孝 総務部長　奥村良夫

１．出席した議会事務局職員

事務局長　岸本文夫 同局次長　野杁雄三 同局次長代理　工藤正巳

同局主幹　上　清隆 同局主幹　船寺順治

１．案件

平成１６年第３回定例会審議日程及び議事日程について
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（午前１０時　開会）

○山本善信委員長　ただ今から議会運営

委員会を開会します。

　まず、理事者からあいさつを受けるこ

とにいたします。

　助役。

○小野助役　台風２３号も、また近づい

ておりまして、また、何かとご多忙のと

ころ議会運営委員会を開催賜りまして、

ありがとうございます。

　来る１０月２５日から開催予定の平成

１６年第３回の定例会につきまして、お

手元にございますように報告案件１件、

決算の認定案件８件、議案３件の合計１

２件を予定しております。

　概要につきましては、総務部長からご

説明申し上げたいと存じます。よろしく

お取り計らい賜りますようお願い申し上

げます。

　なお、本日の日刊紙にも記事が掲載さ

れていますが、市長、助役、収入役、水

道事業管理者及び教育長の退職手当に関

しまして、特別職等の職員の退職手当に

関する条例、第３条で規定しております

おのおのの特別職等の支給割合について、

減額する旨の関係条文の整理を現在いた

しております。まとまり次第、支給割合

規定の一部改正を本会議の会期中に追加

議案として上程いたしたく存じておりま

すのでよろしくお願い申し上げます。

　また、併せて人事案件といたしまして、

教育委員会委員２名並びに公平委員会委

員１名の選任につきまして、幹事長会に

お諮りをいたしましたうえで、同様に上

程いたしたく存じておりますので、よろ

しくお取り扱いのほどお願い申し上げま

す。

○山本善信委員長　あいさつが終わりま

した。

　本日の委員会記録署名委員は、森西委

員を指名します。

　それでは第３回定例会提出議案につい

て概略説明をお願いします。総務部長。

○奥村総務部長　それでは、第３回定例

会議案の概略説明をさせていただきます。

　まず、報告第９号でございます。平成

１６年度摂津市一般会計補正予算専決処

分報告の件でございます。

　９月２６日に執行されました摂津市長

選挙に伴いまして、森山市長が大阪府議

会議員から市長選挙に立候補されたこと

により、摂津市選出の府議会議員に欠員

が生じました。よって、９月２１日付け

で、府議会議員補欠選挙経費を補正予算

第２号として専決補正したものであり、

今議会に報告するものであります。

　歳入歳出それぞれ、２，６７０万５，

０００円を追加し、歳入歳出予算総額を、

３４４億６，１５２万３，０００円とす

るものです。

　歳出は、全て府議会議員補欠選挙経費

でございまして、歳入として全額、府支

出金の委託金を計上したものであります。

　次に、認定第１号から認定第８号は、

一般会計歳出決算認定の件、その他事業

会計、特別会計の決算でございます。お

手元の方に配付させていただいておりま

す、平成１５年度会計別決算一覧に基づ

きまして説明をさせていただきます。　

まず、認定第１号、平成１５年度摂津市

一般会計歳入歳出決算認定の件でござい

ます。

　歳入決算総額、３１０億２，３４６万

８，６１９円、歳出決算総額、３０９億

３，１５４万３，８８４円、歳入歳出差

引額、９，１９２万４，７３５円、翌年

度へ繰り越すべき財源といたしまして、

２，３６７万６，０００円、実質収支額

といたしまして、６，８２４万８，７３

５円となっております。
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　次に、認定第２号、平成１５年度摂津

市水道事業会計決算認定の件でございま

す。下段の表にございますように、収益

的収入及び支出の欄でございますが、収

入といたしまして、２８億１，５９３万

７，９６２円、支出の部、２５億１，９

２５万８，７５２円、差引といたしまし

て、２億９，６６７万９，２１０円の黒

字となっております。

　資本的収入及び支出の欄でございます

が、収入といたしまして、１億１４５万

円、支出の部でございますが、７億４，

９４４万５，３７７円、差引、６億４，

７９９万５，３７７円の赤字となってお

ります。

　次に、認定第３号、平成１５年度摂津

市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定の件でございます。

歳入決算総額といたしまして、７６億７

４４万３，２８０円、歳出決算総額、７

６億１，０４４万８，８８８円、歳入歳

出差引額、３００万５，６０８円の赤字

となっております。実質収支額も同額で

ございます。

　次に、認定第４号、平成１５年度摂津

市老人保健医療特別会計歳入歳出決算認

定の件でございます。

　歳入決算総額、５０億８，８１５万５，

１５３円、歳出決算総額、５０億３，６

８７万５，８０１円、歳入歳出差引額、

５，１２７万９，３５２円、実質収支額

も同額でございます。

　次に、認定第５号、平成１５年度財産

区財産特別会計歳入歳出決算認定の件で、

歳入決算総額、１３億９，３０８万９７

円、歳出決算総額、２，９９３万７，６

６８円、歳入歳出差引額、１３億６，３

１４万２，４２９円、実質収支額も同額

となっております。。

　次に、認定第６号、平成１５年度摂津

市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認定の件でございます。

　歳入決算総額、５７億７，４４９万５，

０２９円、歳出決算総額、６２億７，６

４７万４，５８５円、歳入歳出差引額、

５億１９７万９，５５６円の赤字となっ

ております。実質収支額も同額でござい

ます。

　次に、認定第７号、平成１５年度摂津

市パートタイマー等退職金共済特別会計

歳入歳出決算認定の件でございます。

　歳入決算総額、２，３１２万４８８円、

歳出決算総額、２，３１２万４８８円、

歳入歳出差引額はゼロとなっております。

　最後ですが、認定第８号、平成１５年

度摂津市介護保険特別会計歳入歳出決算

認定の件でございます。

　歳入決算総額、２３億５，８０７万３，

８３１円、歳出決算総額、２３億４，５

９３万７７８円、歳入歳出差引額、１，

２１４万３，０５３円、実質収支額も同

額でございます。

　次に議案でございます。議案第４７号、

損害賠償の額を定める件でございます。

　これは公用自動車による公務中に起き

た交通事故の損害賠償の額を定めるもの

であります。

　本年４月２０日、中央環状線鳥飼和道

交差点内で発生しました事故に関わるも

のであり、相手先が２件ございました。

１件につきましては、示談が成立し、２

２万８，７５３円と専決処分である３０

万円を下回ることから、平成１６年第２

回定例会において報告第５号として議会

に報告させていただきました。

　今回、残る１件についてほぼ示談が可

能となりましたので、今議会に提案させ

ていただくものです。

　相手先、兵庫県伊丹市中央５－５－１

０、伊丹産業株式会社、代表取締役、北
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嶋一郎氏で損害賠償額、５０万４，００

０円となっております。なお、これら金

額は全額、保険で補填されます。

　次に議案第４8号で、摂津市税条例の

一部を改正する条例制定の件でございま

す。

　平成１６年度税制改正により地方税法

が改正されました。これに伴い、条例改

正するものであります。

　改正点は３点ございます。

　まず、１点目、密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律の一部

改正により、法人市民税均等割区分の公

益法人等に「防災街区整備事業組合」を

追加いたします。

　２点目、老年者控除が平成１７年１月

１日から廃止されることから「老年者控

除」を削除します。

　３点目、市町村合併の特例に関する法

律の一部改正によりまして、固定資産税

の納税義務者等において「合併特例区」

を追加いたします。

　附則といたしまして、施行日は、公布

の日から施行とし、老年者控除の改正は

平成１７年１月１日から施行いたします。

　次に、議案第４９号、摂津市民ギャラ

リー条例を廃止する条例制定の件でござ

います。

　摂津市民ギャラリーは平成１３年５月

から開設しております。これは、住友信

託銀行のご好意によりまして、賃料は住

友信託銀行が摂津市都市開発株式会社に

納付し、無償で摂津市都市開発株式会社

から借り受けていたものであり、フォル

㎡テ摂津の２階の一部、２８．１４　を無

償で提供していただき、それを市民ギャ

ラリーとして活用してきたものでありま

す。

　しかし、住友信託銀行の店舗が、平成

１６年１１月２６日付けで閉鎖、その後、

撤退される予定であり、無償で一部フロ

アーを借りることができなくなりました。

　よって、市民ギャラリーの条例廃止を

するものであります。１１月３０日をもっ

て、閉鎖し、平成１６年１２月１日から

施行するものです。

　以上で説明を終わらせていただきます。

○山本善信委員長　説明が終わりました。

　この際、何かご質問があればお受けし

ます。ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　質問がないようです

ので理事者の皆さんは退席頂いて結構で

ございます

　暫時休憩します。

（午前１０時１２分　休憩）

（午前１０時１３分　再開）

○山本善信委員長　再開します。　

　第３回定例会審議日程及び議事日程に

ついて、事務局から説明をお願いします。

　工藤代理。

○工藤事務局次長代理　第３回定例会の

審議日程案等について、ご説明いたしま

す。

　まず、会期は、１０月２５日から１１

月１１日までの１８日間で、仮決定のと

おりございます。

　審議日程につきましては、本会議初日

の１０月２５日は、新市長の所信表明の

あと、付託案件について提案理由の説明、

質疑、委員会付託並びに即決でございま

す。この２５日の１７時１５分が議会議

案の届出締切りでございます。

　次に、２７日が、総務常任委員会と文

教常任委員会がございます。また、２７

日の正午が一般質問の届出締切りでござ

います。

　次に、１１月４日が議会運営委員会、

８日が本会議で一般質問、９日が本会議

で、一般質問のあと、委員長報告、採決、
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そして、議会議案の審議でございます。

　次に、１０日と１１日の本会議は、役

員改選でございます。

　そして１１日の本会議終了後、議会運

営委員会を開催頂き、次期定例会の日程

について仮決定をお願いするものです。

　以上が審議日程案です。

　次に、２ペ－ジからの議事日程につい

て説明をさせていただきます。

　まず、１０月２５日につきましては、

日程１が会期の決定。

　日程２が市長の所信表明、日程３の認

定第１号から議案第４９号までの１０件

については、提案理由の説明を受けたの

ち、所管の委員会に付託し、このうち認

定第１号から認定第８号までの決算審査

につきましては、閉会中の継続審査でご

ざいます。

　日程４は、報告第９号で、即決でござ

います。

　日程５は、議案第４７号で、これも即

決でございます。

　次に、３ペ－ジの、１１月８日は、一

般質問でございます。

　９日については、一般質問ののち、日

程２が、議案第４８号及び第４９号の２

件でございまして委員長報告、採決とな

ります。

　次に、１０日及び１１日につきまして

は、議会役員の改選でございまして、議

事日程につきましては、両日とも、常任

委員会委員及び議会運営委員会委員選任

の件でございます。

　以上が議事日程でございます。

　次に、別添の議案付託表につきまして

は、ご覧のとおり、総務、建設、文教、

民生の各常任委員会と議会運営委員会、

駅前等再開発特別委員会で審査を頂く案

件でございます。なお、認定第１号から

認定第８号までの決算審査につきまして

は閉会中の継続審査でございます。

　また、認定第１号、平成１５年度の一

般会計歳入歳出決算の所管別の分割表に

つきましては、委員会ごとに審査をお願

いする内容でございます。

　以上でございます。

○山本善信委員長　今、事務局から説明

がありましたが、そのとおりでよろしい

でしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり）

○山本善信委員長　ないようですので、

それでは、そのように決定します。

　なお、事務局から報告事項があります

ので、事務局から説明をお願いします。

　工藤代理。

○工藤事務局次長代理　議場での写真撮

影の件でございます。１０月２５日の市

長の所信表明のときに、写真撮影を行い

たいとの、申し入れがございますので、

よろしくお願いいたします。

○山本善信委員長　以上をもちまして、

本委員会を閉会します。

（午前１０時１９分　閉会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

議会運営委員長 山 本 善 信

議会運営委員  森 西 　 正
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